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△第16回定時総会旭川で
△北海道自由業団体連絡協議会誕生
△実 態 調 査 の ま と め
△自動車の保管場所証明業務
△全 道 業 務 研 究 会
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副会長 葛 西 義 雄
-

国の経済に対する姿勢も大きく転 !近年にない深刻な不況に見舞われ、 国の経済に対する姿勢も大きく転

換することを余儀なくされた昭和49年が明け、 いよいよ多難な時期を迎

えようとするこのごろです。 昭和50年の予測は、 必ずしも明るいものではありません。

この厳しい環境の中で、 我々行政書士の果たす役割を考える時、 増々その責務は大きく、

強く要請されていると思われます。然しながら、行政書士の職務に対する一般住民 (依頼人)

の認識が乏しく、 ともすれば、 非行政書士による職域の侵害等が公然と行われている現状で

す。

北海道行政書士会は行政書士法の意とするところを正しく認識しつつ、 昨年に引続き、職

域の確保と業務の専門知識の取得を、 会員の皆様に要請する次第です。 昨年来、 交渉中であ

ります幾つかの案件も、 我々行政書士の総力によって解決されるものと信じます。 本年は、

この様な状況を打破するため、 私はとくに、会員相互の協力と総和が、絶対条件である と思い

ます。 更に、 行政書士は法の精神を繁栄させて、 住民 (依頼人) の支障となる手段による

解決を避けねばなりません。 行政書士は、 自己の利害追求のためにのみ、 職務を遂行してい

るのではないと云う自覚を持って頂きたい と思います。 それが、 行政書士の信頼を深め、 や

がて行政書士の見えない財産になると信じます。

本年も会員各位の御協力、 御指導により、 大きな前進の年としたいと祈念しております。

目的達成のため、 皆様の御力添えを強く徐御願いする次第です。

16回

　

一般会員も参加しましょフ

5 月25日旭川開催

第16回定時総会のあらましが決まりました。

ことしの 5月25日 (日曜) 10時から、 旭川市高台の旭=Iスカイパークで開催されます。

議場は140名を収容できる大会議室をあて、旅の会員のために隣接の扇松園も含めて宿泊施設にな

ります。

旭川駅と会場の間をマイクロバス 3 台が往復します。 総会の前日には親睦ボーリング大会、 翌日か

ら観光プランも計画中です。(詳細は決定しだい、お知らせします。)

第16回北海道行政書士会定時総会の開催(案)

乱 闘催日程 (綜合日程)

期 日 時 間 行 事 場 所

S 5 0 .

5 . 2 4

(土)

13 :00受付 1. ボーリング大会、 他 宿泊

1 ゲーム 即0円

2. 宿泊料、 1泊 2食付

料金は交渉中

3 , 交 通 旭川駅~ ム雪国 工鰡はホテルのマ

イクロバス無料サービス

(25人乗30人乗務0人乗 3台)

旭川市高砂台

旭川スカイパーク

㈹ T E L O 16 6 -

6 1 -‐34 3 4

宿泊定員

スカイ パーク 60人

扇 松 園 80人

5 . 2 5

(日)

8 :3α受付

1α 00開会

定 時 総 会

1 . パーティ レス トラ ン ｢チニ タJ

(計画中)

2. 翌日観光希望者は宿泊

定員 140名

他に小室 1間付き

5 . 26

(月)

9 : 0 0

バス出発

観 光
大雪山方面の案内 (変更可)

解散の時刻、場所は後日決定

ホテルのマイ クロバス、

無料サービス (3台)

解散の時刻、場所は後
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会務運営の指標となる

r
ロ

明けて 1 昨年のキャンペーンで道内を歩き回った

末、 どうしても会員の実態をつかむ緊急性が生じ、
昨年から始めたのがこのコンセンサス- -実態調査

ある。

100万都市を含むネ膵晃支部や隣家まで4姻という

地方支部など、過密過疎を地でいっている本会だが、
各支部で担当された方々の異常なエネルギーによっ

て調査結果が体会にあげられ、 1月末近く本会サイ

ドでの集計が終わった。

倉田総務部長談 本号から実態調査の集計した結果

を登載する運びになりました。本号は、会務の運営

◆会 員 数

総数

　
人

1 ,040

札幌
35 .8

実態調査

■
●旭川支部103

　
　

　　

　
札幌支部372

◆資格状況

…… ･法 2 の 2 の 4 …… …4 .3 % (4 6 人 )

…法 附 2 ･

試験合格者………法 2 の 1 ………33 .4 %

公務員経歴者………法 2の 2 の 5 … … …56 .3 % (595人 )

…… 6 0 % (63人)

●網走支部101

■
■
十勝支部91
　

(353人 )

図表にみる会員の意向

上急を要すると思われる項目を掲げました。
まず意向の表現方法として各調査項目ごとに ｢図

表｣ を用い、 その動向が印象づけられるようにし、
｢図表｣ の終ったあとは項目、 支部区分による計数

表を用い登載する予定であります。
ここに調査の推進に努力された各支部長はじめ役

員の方 、々 また、 直接その街にあたられた調査員の

労苦に対し厚くお礼申しあげます。

- 昭和49 , 10 . 31現在調 -

旭川 網走
]0 ,0 9 .7

十勝
8.8

函館 室蘭 空知 釧路
7 .6 6 .8 6 ･6 5 7 小樽

37 2 103 10 1 9 ] 79 71 69 59

4 .3 留萠 日
4510 1 9 1 79 71 69 59 45 1 1 3

14 14 13

L --------. 1人

- 昭和49 , l2 . 1 現在 -

- 2 - - 3 -
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“報 酬 額
“キャンペーン

… " ……… … … “‐継 続

- … - - -･一 大変よい

‐‐記号なし

◆会 費

… 別途の方法

79 .4 %
･… … … … … ..現行でよし

64江 %

一 - - - - - -‐ … 必要がない

4 半期

◆兼 業 状 況

◆会 報
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業務研修部会議

l月25日 木川、佐藤(三)、荒、日向寺の部員であ

る各理事、藤山会長、葛西副会長、白石業研部長

が出席。
1, 全道業務研究会を3月上旬札幌市で2日間開

催、初日は民事、建設に関する格調ある研究会

を、 2 日 囲ま r交通事故の取扱い｣ 国土利用法

について高度な研修をする。

2. 50年度の事業

(1)支部主催研修会

(2)本会主催研究会

よそおいを改める資格業団体懇親会

(3)7専門部のあり方

(4)業務資料の右糊当劭寸

3,新入会員だけの研修会、｢運輸｣ 資料の改訂

などを協議した。

枦
=
=

｢車の保管場所証明｣業務明確化

灘第 1集追録を作成

報酬基準額決まる

自動車のイ泉管場所信証明申請手続は、車の登録業務から分離して取扱えるので、藤山会長は業務部

担当葛西副会長と共に昨年11月から道警、 期廃車と切衝を続けていた。 12月20日付で自販連、整備

振興会、自家用車協会に対し次の依頼状を発送し、{非行して体制作りの 1として、業務資料の追録

を配付し、 硼-参と実務上の態勢をとった。
追録内容は、申請事務、実務様式、関係法令、参考資料に大切Jされ、精読すればすぐ実務がとれ

るように出来ている。

北行第 1 2 4 号
昭和49年12月20日

自 販 連 支 部 長
整 備振 興 会 長
自家用自動車協会長

殿

北海道行政書士会
会長 藤 山 利 夫

自動車保し管場所証明書作成について

謹啓 師走の硼り、 貴会ますますご繁栄のことと拝察い

たします。
さて、行政書士は昭垰脳6金物寵ばて書士法の改正により公法人

として法人格を附与せられ、 会員はこの法の定めるとこ

ろに従い、 他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出す

る書類その勧観l義務又は事竈汕E明に関する書類の作成
を業としているものであります。
このたび、標記について業務の周知徹底のため、 貴会

傘下の会員に対し、別紙のとおり通知いたしましたが、
自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づき証明書
作成申請の業務は、自動車の保有者本人申請が原則であ
り、本人以外のものについては、行政書士でない者が書

類の作成、 申請を行なうと、イ祠髪書土法に抵触するする

ことになりますので、 法に従って適正かつ合理的に取扱

われますよう、 会員に対し、 ご指導賜わりたく、 お願い

申上げます。

会長 藤 山 利 夫
自動車の保管場所証明申請手続について

標記については、 すでにご承知のとおり、 道路使用“′
適正化と、 道路交通の円滑化を図ることを目的として、
自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭和37年6月
1日法律第145号) によって制定され、本道の 7市が適

用地となり、その後法律改正により、昭奉爛鴎三3月31日
政令第41号によって昨年12月 l日から本道においては、
市及び茸町の全部と釧路村が適用地域に拡大され今日に至

っている現況であります。
この自動車の保管場所擢証明は、 法律に基づき自動車の

保有者が申請することに定められているので、 保有者自

身が申請書の記入作成をして申請するか、行政書士法に
よって、行政書士が依頼をうけ、 本人に代って申請手続
を行なうことが正しい行為であります。
然しながら、 申請の現状は、保有者目からの記入作成

は皆無に等しく、 大多数は無資格者によって記入作成さ
れており、この行為は行政書士法に違反するものであり
ますから、 直ちに違法行為を取り止め、正常な方法によ

って取扱いをされるよう、 ご理解を頂きたいものであり
す。さらに貴下出先関係者に対しても、 厳に注意され違

法行為の絶無についてご指導下さるようお願い申上げま

す。
なお、当会は、この証明申請手続は、正確、 適霊処理

を要件として、 会員の指導に当り、 社会淵勺共存の実を挙

葺雛鬮売嚢殿

北行第 1 2 2 号
昭和49年12月20日

北海道イ制箱書土会

銀 藤

規約をきめ、共通の問題点に立ちむかう

北海道自由業団体連絡協議会として発足

住民と行政姉親閲の掛け橋として活動する資格業団

体だからこそ、利害とは別に懇親を深めようと本会

力彗是唱して 1昨年以来会合をもったが、そろそろ目

的目標を明確にする時機が近づいた。
1月25日17時、厚生年金会館に関係業界のトップ

として関根、星 (司法)、石橋 (土地家屋)き庭亙

(会計士)、望月 (税理士)、葛西 (社労士)、 (藤

山、高田、葛西 (行政←当番幹事)、 (弁護士会は

中央での会議で不参)

あいさつする朧山会長

以上のメンバーが参集、この会の方向づけを含んで、
その内容を協議した。 藤山本会会長が

(前拝受略) 資格をもって業としている私共は、 住民

“祠功庁の掛け橋としてブ却備胸の中で公の利益を失

うことなく、 住民の利益を保護するという社鋼 掘せ命

をもっており、経済変動に対してはまた極めて敏感な

立場におかれているところであります。 このような激

しい社会環境の改変に伴って私共資格業にとりまして、
共通の問題点も幾多あることと在じますので、 この催

しを通じてお互の業務に対する理解と認識が深まり、
業界運営と会員指導に役立つことが出来ますならば誠

に幸いと存じます。
このたびは公認会計士会のご参加も頂き、 7つの資

格団体となり、更に強固なものとなりました。
私はこの親ぼくの輪が一層勢いよく広まりをもち、

各会の会員がお互に友好関係をもって業務の発展を期

し、社会に寄与しえたならば、この会のもつ意義は大

きいものと思うものであります (後略)

とあいさつしたあと、 規約案を協議して、 この会の

名称、目的、 事業、役員などを決め20時すぎ、非常

に友好的空気のうちに終了した。

- 6 ー - 7 ー
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業務研修部会議



げることを基本理念としております。 申請書作成成に当
依頼される行政書士についても、北海道行政書士会の最
寄支部 (別紙) にご相談下されば責任をもって、業務に
堪能な者を、 ご推せん申上げます。

北行第 1 3 8 号

昭和50年 1月10日
各警察署長 殿

北海道行政書士会
会瀑 藤 山 利 夫

自動車の保謄場月蠣証明申請手続の
取扱について (お願い)

行政書士会員の取扱う許認可等の申請に関しては、平
素格別のお世話に相成り厚くお礼中上げます。
標記の申請手続は、 すでにご承知の通り行政書士法に

もとずき、本人申請以外のものにつぃては、斧祷藩士で
ないと書類の作成は勿論のこと申請の代理をすることも
できません。
本会は北海道警察本部のご指導を受け、申請書類作成

に当っては道内を続÷し業務処理に資するよう会員に周
知すると共に、自動車販売緤者等には各所属団体を通じ、
行政書士法の違反行為にならないよう充分ご注意中上げ、
申請手続の円滑化についてお願いして参り、 ご理弊馨を頂
いております。

　　　

登録抹消手続きは再検討
- - 搖6番町共済会館で - -

日行連主催の行政書士名簿登録抹消手続き説明会

が、 1月16日13時から東京の番町共済会館で開催、
本会から藤山会長、山本事務局長が出席、各単位会

及び日行連側と協議した。以下の4点を言橘議したが

結論はなく、内部的に割覊言すすることになった。
1. 規則案については、審査委員に県庁の職員を入

れることは、 会の自治権から考えて適当でない。
2 , 登録けり読呈との関連性については、会則を改正す

る必要のある会もでてこようが、規則の改正は急

がないo
もし急ぐなら、自治省において予算措置をとる

べきだ。
3. 登録抹消事務は、あえて強行する必要はなかろ

- 8 -

つ o

4. 手続方法は研究中らしいが、規則の準則に難点

があるので再考のこと。

つきましては、 この取扱いについて行政書士法 (第19
条) 違反のなきよう、当該申請書の受f憾、ロにおいても、
ご指導賜わりますようお願い中上げます。
なお、会員の取扱ったものについては、 法定の職印を

道警本部犬ゐ通規制課と協議の上、定めた箇所に"記女書士
が作成したことを明記して提出するよう指示してありま
すので、関係会員に対してもよろしくご擶導下さるよう
お願い申上げます。
添付書類

行政書士法の疑義について (回答)

自動車販売会社、整備事業者宛の文書
会員名簿

脛界さっぽろ卦( 2月号) 一
I

車の登録は1件600円の手数料で手打ち?

一- - ｢正 い ･認識を｣ 雑誌社に
｢財界さっぽろ｣( 2 月号) 36ページに、 写真版に

ある記事がのった。
｢自動車新規登録権益侵害論争｣

まではよかったが……手数綵3の円、自動車業界やっ
と手打ち、 がミソ。

財界、経済界に広く読まれている同誌だけに、藤

山会長は 1月下旬本会事務局へ編集次長に来てもら

い、登録業務の正しい姿と行政書士会の立ち場、 自

販連との切衝中の事情を説明した。
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1 月23日の運輸委員会できめた報酬額は次のとおり。
◎報酬額

申請書 跡文 卸0円

承諾書 1枚 300

配置図、
乙 ぐ

見取図J
ロ

実地確認 時間報酬
代理(申請と受領) 〃

L α)0

1 'の0

1 'の0

計 3 ,卸O

⑪ ケースバイケースにより、依頼者と協議し
することができる。

と.-、--･一･、-- -、



各委員会等のうごき

　 　

l運 輸 委 員 会 l
:‐‐‐‐‐----‐‐---------- ---- -‐‐‐--------‐｣

1 月23日 ｢自動車保管場所の証明手続｣ に関する

違法行為を無くするため、自販連ほか指

定工場およそ900社に対する文書活動お

よび u財界さっぽろい 2 月号の記事につ

いて同社編集次長との話し合いを報告。
この仕事の受入体制として、 7陸事所在

の支部単位で開催する説明会実朝幅計画詳

細は、 部長会議でねることとした。

◇

　 　

!経 理 部 会 l
;‐------------------- ---------- --------‐:

2 月12日 榎波副会長、平賀理事、南部経理部長の

間で会費未収入3の万円と49年度に実施

するべき事業費のために、予算の組み替

え作業をした。

◇

　 　

i登録資格審査委員会茉
　 　

2 月14日14時半から開催、 19件を審査した。 この

内18件ほ適法と決▽定、 1件は学歴調査のため保留と

なった。 次回は 4 月18日。

1月 9 日 車庫証明ほか当面の事業の経過報告、全

道研究会、情報の流し方、業務資満kの有

償配付、 7業会協議会について検討する。
次回は 1月23日17時から。

1 月23日 49年度内に実朝3しなければならない事業

として

(総務部) 1. 実態調査…1月中に集計

を終わり、結果を会報にのせる,
2 . 7団体協議会、共済生命を報告。

(企画部) 1. 隔月に会報を出すから、
流動する会のうごきと社会情勢に応ずる

ため、中間的なものを発行したい。

2. 朝間隔頁の改定作業は、日行達の情勢

待ちとする。

(業研部) 1. 業務研究会、車庫証明の

取扱説明会の実施。2. 改正財務諸表は,

業務資料の追録として作成。

(監察部) 1. 食品衛生、車庫証明の監

察活動の報告。 2 . こんごはそれぞれの

の部で実施を要望。

(経理部) 1. 通り口実正予算を、
2 , 月上旬経理総会にはかり、その翌日

理事会に上提する。

(その他) 1 全国地方本部長会議、登

録審査講習会の報告。 2. 本会総会は5

月20日前後とし、会場は旭川支部に任せ

る。

2 月 5 日 %開催予定の理事会に提出案件湖編討す
る。

-加川--=瞬き-膿雲舅-蝿膿ll憂欝=殴り旧l!I-IiI-l
先号でお知らせした広報誌への P . R は次のとおり。

これは本騨晃支部のお手柄というわけ。この次の手は本会が道の広報誌へ掲載依頼を作戦中とか。
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全道業務研究会

3月 7 , 8 日都市会館で開催
教授、 弁護士など多彩な講師

業務研究会が、 3月 7日(金)、 8日(土)の 2日間、
亦膵晃市中央区南4西13の都市会館で開催される。1月

25日の業務研究部の部会で快鰯を決めたものである。
3 日 7 日 1 0 : 0 0 ~ 12 : 0 0 民法(契約と相続)

鈴木本編効癜
13 : 0 0 ~ 15 : 30 国土利用法

15 :30 ~ 17 :00 開拓する業務説明会

北海道十地支ず策謀

- n -

3 月 8 日 10 :00 ~ 12 :00 交通事故の取扱い

亦距是弁護士会

13 : 0 0 ~ l6 : 0 0 建設蝶旨法
北海厩道土木部

16 :00 ~ 17 :00 研究会の反省

一般の研修会よりも、高度な内容が、それぞれの
科目で計画されている。

会費 1期分
(50年 4 月→ 9月) を

4 月 30 日までに

納 めてください

部 長 会 議、
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『

専業書士としての回顧

…… … …'二本松 善 雄

き

昭和45年 1月、地方自治法但し書により、留寿都

村助役を解職され、同年2月 9日行政書士の登録を

してから早くも 5年の歳月が流れた。
45年 4月 1日より留寿都村で開業した。 人口僅か

に3 ,0閃余人の純農村で、司法書士 1名のところへ行

政書士窃勘反を弱テても、所詮喰べられるはずもな

く、止むなく4月末よりネ騨甥をへ通って仕事を探した

が、広い札幌での拾い仕事は並み大抵でなかった。
ネ膵晃の友人の会社へ事務所を設置すべく出弓聽所設

置の申請を出したが、後志支庁と本庁地方課、石狩

支庁と協議の結果

1. 通勤可能な範囲とは隔離ではなく行政区域と

する。 (支庁管轄区域のみ) 2. いかなる事情

があっても、 この原則は変更しない。 理由 ~ 行

政書士業を営む者の生活を盈擁護のため。
とのことで却下され、止むなく、留寿都村から本博晃

市へ事務所を移し、通勤を続けたのが当時の実情で

ある。
30年余の月給トリの習性は、なんとしても抜けき

らず、 金になることがわかっていても、
ぃ住民のため

の住民による住民のサービスい を金科玉条に過ごし

た結果は、貧乏生活への変 (転) 身を余儀なくされ、
住宅生協の事務局長やら、 K . K の専務取締役、
転々と副業を重ねて今日に至った。
昨春以来、本会の役員として微力をつくしてはみ

たものの、 所詮井の中の蛙でいかんともなし難く、
退歩する思考のままに時日を経過している有様で、
会員の皆さんに顔むけ出来ない思いの毎日を過して

いる次第である。
この世の中には、 表面は美しくともその内面ば＼残、

であり "自曲満足. だけだと悟りながらその‘日暮し

を続けてはいるが、 これからのノリ菫のために、 あえ

て次のことを提言したい。
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行政書士法の抜本的改正をはかり
(1) 専業書士のみの組織 (登録即入会) とする。
園 兼業は認めるが、生計主体はあくまでも

害士業とする。
(2) 試験による資格付与とする。
間 現在の資格者についての再審査等の経過

規定は必要である。
(3) 出号師所の設蠅勤を認める。
圏 不在市町椒攪"として、速効性肥料は特認

事項として認め、 住民サービスの完全化と、
専業書土業としての自立イ副些が図られる。

(4) 本会に対し、国、地方公共団体より夫々交付

金を支出できるようにする。
間 行政サービスの為、専業書士の社会的、経

済的地位向上をはかり、併せて資質向上をは

かるためには会員負担増となる会費の増額

(しわよせ) を排除すべきである。

以上箇記したが、紙面の都合により割愛せざるを

得ない点については、書士先生方のご口囮主、ご指導

を賜るよう切望し掴筆する。

コ擬海道食品衛生協会に第 4回理事会で

年度内事業と
補正予算予承

第4回理事会が2月13日都市会離宮で開催された。
これは49年度の残余期間にする業務と、年度内事業

に必要な補正予算の承認を得るための会合である。
各部長がR桜手11月 8日以後の担当業務について、

報告、 各理事が承認して次の議案を審議した。
1. 自動車の保管場所証明申請業務の推進 承認

2. 補 正 予 算 "

3. 一時借入金 (250万円以内) 〃

4, 会費未納による退会処粉 者 〃

5. 会則の一部改正 ÷部承認
6 . そ の 他
(1) 本会の定時総会 承認

おもな意見として

1 .について、 幻の期待感を書士に与えないよう、
暴走しないで、 地道に末永く動いてほしい。

.3 .について、 50年度分は総会で決定すべきだから、

49年度分だけ承認とする。
5 .について、 改正案の精神を生かして再検討する。

(9 , l4, 29, 36の各条と第54条の新設)。

入会金、会費の値上げは、やむをえない等があった。

6 .について(1淀疋時総会におけるパーティ会費は本

会負担とすることを補足説明したあと、佐藤(三)

理事が、十勝支部門題は、円満解決したことを報

告し、 各理事は拍手でこたえた。

率の退会空分を｢
理事会承認

新規許可申請の
基本姿勢示す

2月12日食品衛生申請業務について、北海道食品

衛生協会に対し、本会から申し入れがあった。
西尾 (食協副会長)、前畑 (事務局長)、藤山、葛西、

阿部 (本会側) の各氏が出席し、昨年暮に、道衛生

許可申請業務に対する見解に基いて、本会の基本姿

勢を表現し、衛生協会は全面的に申し入れに対し協

力することを約してこの会合を終えた。

会員名簿の訂正

ページ◆ 誤 正
11

16

17

25

43

47

79

98

100

107

渡 部
中央区北 1条

原田ピル

北原法律
6 2 5

松城 9 7

2 3 6

札市郎

上杉米一
白 馬

渡 辺溌
タイ ムス ピル

水原法律

6 3 2

社を追加

5 7

2 2 3 6

礼市郎

上杉米叢

白 鳥

No.80会報の訂正

13 長谷川 長谷部

業務資料
数回催促したが会費を納めず、最終的には関係支

部長の意見もし･れ、 2 月13日の理事会で次の会員の 建設撹きの許可申請書に、 コンピューターを使うこ

退会処肪〉が承認された。
とになったため、 書式が三部分変ったり、 追加にな

柏原純一、三上賢作、遠藤良助、金子一雄、武田 った。 会員の利便をほかって、 本会ではあっせん物

理正 (札幌支部)、平田栄吉、西沢幸五郎、七尾大六、
資として取扱う。

(函館支部)、田畑司門治 (室蘭支部)、中井令郎 (小 新様式は、 セピアとグリーンの二色からなり、 財

樽支部)、大野忠男 (網走支部)、磯田勝夫、三浦純一 務諸表、決算報告いずれも電算入力の項がある。
(十勝支部) とりあえず次の 2表をお知らせすれ (次ページ)
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会員の皆さん励行していますか
行政書士法施行規則第9条第4項には、
行政書士は、作成した書類の末尾叉は欄外に作成

の年月日を附記し、署名して職印を押さなければな
らない。 このように規定されていますので本会は簡

易なこれに替る印を全会員に配布しました。

鰹鶴鴎二口
法令の遵守で rにせ行政書士｣ 対策のため

-00 % 励行して下さい。

ご‐テヤ----せ一~、一州、- ----' -‐ ′、‐‐ ‐ - ---' ‐- -レー--̂‐ { --、‐-′‐--【 '一 一｢~三尺弓ひコマニノゞセミ『‐“、′ごてとで-、キ三十!<----′/≠‐なさ-さ事



許 可 (変 更)申 請 書 付 票
(電 算 入 力 票)

①許可.区分.番号

@市町村コード

戦郵 便 番 号

　　 　

③法人‐伽ノ、の別

③決 算 月

⑦兼 業 の 宵 知

③商 号 ･名 称

-
-]ム
ー
-

⑨代 表 者 名

@電 話 番 号

⑪資 本 金

(横穴第7月)

(醍式第8号)

端栞所
在
の麓

〔許可中臍同飛)

コ ト "菴 3町‘‐}

=
=
I ;

、下鼾

禍L て

杣閨蜷 丈 名
= = =
= = =

= = = I
= = = !

ば - l -ト

“｣ = = = ト
= = = -
= = = :

“‐ 輯 - ‘"･ 剛r
i = ｣ ｣ I L = '

□

中 諦 昭 和 年 月

I m m 偽 瓣 I
1 - ･ - I

代表著名

2 3 4 引

@ 許可を受けた建設薬の種照年月日

許可申鞆笹村網記入上の注意事項

昭和 舵 自分

咀縦理“号衛 号

査l事変游 印

電算入力様式一2

経営事項審査 (格付)並びに企業診断入力禁 (正)適庁用
(決 算 入 力 製)

代りと著名

①許 可 区 分 番 号

③決 算 年 月

③営 業 年 数

④職員数(常勤役員を含む)

⑤経営事項審査希額の有無

⑨企祭診断希望の有無

②※ 葉 杣 分 類

⑥※ 整 理 番 号

ー
続
ー

許 可 案 樋 いrK " " 決歩期 8;; 評 褐 著 査

土木ー式工事 ,J わ 0 1 もも

建築ー式工事 0 2

凱

貿

‘り

可わ
･J

れ ′′

97

熨

“

d 2C

24 ll

"

炙

‘℃

d 2d
･一

“
57

, 蟹 --
“

合 計 I ･

整理覊胃 月･第 り

静阿の取扱 箭蜑‐竪凪‐抹舘
許可の内容

頁記号 項 目 の--* 珍 窺 "-‐･
1 A 当 座 資 産d 3

1 B 受 取 勘 定Z
1 C 流 動 資 産 計努
.,▲ D 囮 定 贅 森 計M‘
1 E 資 産 合 計“

-
-

2 F 支 払 勘 定& .-
2 G 流動負債館砧 4

2 H 固 定 負 債 計れ -
2 I 特定引 当 金 計挙 T
2 J 負 債 計“ -

2 K 資 本 金鉱入のみ〕夕
2 L 自 己 資 本 の 靱“
う M 完成エ事碗濾 5 l
3 N 完成工事総利益贅

l

3 0 企薬 体 完工 高,. - I

3 P 兼 業 売 上 高“ !
3 Q 売 上 総 利 益兜

-

3 R 一 般 管 理 費 計“
3 S 営巣利益(損失)1J G

& T 受 取 利 息ね -
像 V 支 払 .利 息" l
4 W 税 -前利益(損失)“ ･ f
う

う
-
5

5

5

1-
一望-
5.
◆･
ラチ

Y

Y

Y

Y

Y

工
事
原
価
内
訳

材 料 費伊 "
労 務 費“ ' ｣
外注費d 7 - I

経 費 ･･ ･

内接械等経費" i
6 Z 配当金等(沈臥必み)* 詑詑 -

55 :: - :

も“

　

　
　
　
　

4

-う
‘】-7･AV-?

経営事項帷益格付並びに企鷺診断入力覊納入トの注賦章項
　　　　　

るこを。訂正する場合は凱犯Lたヂータ-を完全に消したうえ

入札鬱加賀静d1緬および企大輪断の事湖妃粗に使用するので･
:教字、英文字および特銘記号で記入してください。
〉で從′、してください.
･例 2 ,4 5のときの記入は 2

記入しな、ぃ争くたさし。
右虚めで記入し有数溝字の前の空閲iコヱすべてoを記入してください。なお、許可番号は変更.修正、幅瞼節の粃谷のときにも必ず記入してくだ
さし、o
o例 12 3 0鐇のときの記入陰 市中白髪三貫円o例 12 3 0鐇のときの記入

内 番 号 泥久しないでください。朝 霞 年 月 盗人-炙従了した決算年月、囚ノ、ば
効教学の印の空欄-ロヱ0を記入し
o例 冤筆1月のときの艶入は

o側 7年のときのみ仁村±

o例 l2 5′、のときの記入は 0
有無 鉦営淋肌鬘変希鯉釣は ｢1j、
　 　　　　　　　　　　　　　　　

決算月の修正力蛮と同じ

を右膿めで記入し、窟

た

=. 焚 氷 金 単位千円で石皺めに塩入してくださし･。1トリ鋏駕掴穰欝紐故案許可鰤コ-乾楸記入してくださしち
鮨鞘糟

れ笈氏象海筋鰔ナ文字で必ず1机から記入してくださし、
赦鮒者資格 資格別フー=とまり記入してください

10. 決 算 埋 告

C
L

　　　 　　　　　　

凝
"

簑
園 10

ぞ
圃f

　 　 　 　 　
lo. 虻 群 番 号

o例 8月のときの記入に 0 8
7. 熊猴の自知 嫌疑有は ｢1｣、棘第鵠法 ｢2｣と凪7、してください。8. 商 号･名 称 (カナ文字のあとに英文字を記′ゞ rるときに.力･ト文字の前後な必ず

月･日が1拵のときは前の空風に
0を必ず記入してくだ""“

ド夏,船の全て紅匠軍司を記入してくださいo

してくださし、
ください◆

と塩入してください。
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国 土 利 用 法 の 概 要

都道府県知事 市 町 村 長 住 民

国 土 利 用 計 画 全 国 計 画

閣 議 決 定 議会 (議決) 議会 (議決)

基本構想

基
国

1. 都 市 地 域
2 , 農 業 地 域
3 . 森 林 地 域

土 地 2 , 農 業 地 域
域 3 . 森 林 地 域

利
区 4 , 自然公園地域
分 5, 自然保全地域

土地利用の規制

計
土地取引の許可制 ….J規 制 区 域｣

画
土地利一薦審査会‐…---

匪 圃　　 　　
　 　　　

法 土地取引の規制 : ィ 都市計画区域のうち

･ 市街化区域 2 ,のo層以上

の届出制 ロ 都市謝画区域のうち
市街化区域以外乱饅)叶以上

′･ 都市計画区域以外

遊休土地に関する通知

遊休土地に係る計画の届出

44 年 以 降 法
遊休土地に係る助言 ･勧告 施行日 前 の 取

得土地に係る適用
遊休土地の賞取りの協議

集 後
土 地 調 査 員 実態調査の図表は、 倉田総務部長が直接えがいたものです。

感謝します。 (H 生)
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